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令和５年度年末・年始 Safe Work 推進強調期間の実施について 

 

 

平素より、東京労働局の行政運営、とりわけ労働安全衛生行政の推進に当たり、格

別の御理解と御協力を賜り、深く感謝申し上げます。東京労働局におきましては、第

14 次東京労働局労働災害防止計画(令和５年度からの５か年計画)に基づき、「Safe 

Work Tokyo」のロゴマークの下、「トップが発信！みんなで宣言 一人一人が「安

全・安心」」をキャッチフレーズとして、すべての関係者が認識を共有し、労働災害の

防止に向けた取組を推進する計画としており、本年度が初年度となります。 

一方で、東京労働局管内における令和５年労働災害発生状況は、９月末日時点で死

亡者数 30 人(前年同期比－２人)、９月末時点での休業４日以上の死傷者数 7，

214 人(前年同期比＋430 人)となっており、死亡者数は前年よりわずかに下回って

いるものの、死傷者数は増加しており、大変憂慮すべき状況となっていることから、

目標達成に向け更なる労働災害防止の取組が求められています。 

このような状況を踏まえ、慌ただしくなる年末・年始をとらえ、労働災害防止活動

の活性化及び労働災害の防止を目的とした「令和５年度年末・年始 Safe Work 推進

強調期間」を設定し、都内各事業場の安全機運の向上に向けた取組の一層の推進を図

ることとします。 

つきましては、本強調期間の趣旨を御理解いただき、別添要綱による取組に御協力

賜りますようお願いいたします。 

  

表題の件につきまして、令和５年１１月に東京労働局長から協力依頼文書を

受けました。依頼文書内容は、下記のとおりです。 

 



 



 

 

 

 

  



 

  



 



  



  



 

  



 

  



各種講習会 

人事労務・厚生担当者実務講習会 

 

江戸川労働基準協会支部との共催で、令和５年１０月５日タワーホール船堀（江戸川会

場）、１３日江東区亀戸文化センター（亀戸会場）において、開催されました。それぞれの

会場で、江戸川会場１８名、亀戸会場２０名の方が参加されました。 

講師は、昨年からお願いしました特定社会保険労務士 國分真貴子氏にお願いしました。

國分氏は、江戸川区で國分社会保険労務士事務所を開業されています。 

講習内容は、講師が作成しました、

「雇用保険・社会保険の手続きの基本」

と「資料編」により行われました。各保

険について、実務担当者が抑えるべき

ポイント、法改正の情報とその社内対

応の影響について、「資料編」の資料及

び記入例とともに解説されました。 

また、終了後の短い時間にも個別の

質問に対応いただけました。                    タワーホール船堀 

 

労働法セミナー 

 

江戸川労働基準協会支部との共催で、令和５年１１月９日江東区亀戸文化センター（亀

戸会場）、１７日タワーホール船堀（江戸川会場）において、開催されました。それぞれの

会場で、亀戸会場２０名、江戸川会場２３名の方が参加されました。 

講師は、特定社会保険労務士 田原さえ子氏（元労基署主任労働基準監督官）にお願い

し、労働関係法全般について解説されました。 

今回は、労働関係法についてのポイント、また、令和６年度は「２０２４年問題」とし

て大きな関心を集めております。この「２０２４年問題」とは、働き方改革関連法による

時間外労働時間の上限規制で、建設、自動車運転手、医師などには、これまで猶予があり

ましたが、いよいよ２０２４年４月から施行されます。この問題についても解説されまし

た。 

今回は、労働調査会発行の「労働

関係法のポイント」をテキストと

して使い、また、これから施行され

ます事項、最新情報などについて

解説されました。 

また、終了後の短い時間にも個

別の質問に対応いただけました。                 亀戸文化センター 

 

  



【お知らせ】 

亀戸労働基準協会支部の事務所の移転について 

亀戸労働基準協会支部は、総会で報告したとおり、今月１２月１９日に江戸川労働基準

協会支部と合同事務所になります。場所は、現在の江戸川労働基準協会支部との合同事務

所となります。 

現在江戸川労働基準協会支部の事務所は、東京労働基準協会連合会（以下「東基連」と

いう）研修センターの１部屋に入居しています。その同じ部屋に入居します。 

講習会や行事等については、従来同様事務局対応で変更はありません。変更となるもの

は、事務所の場所と電話・FAXのみです。 

 

【支部総会での「報告事項」の抜粋】 

合同事務所の意味合いをご説明させていただきます。合同事務所化は複数近隣支部が同

じ事務所に入居し、活動を継続するという取り組みです。ですから、支部を統合するわけ

ではありませんし、各支部の事務局長は従来どおりそれぞれに配置されます。 

各監督署に対応した東基連各支部の機能を存続させて、講習会などを充実させて会員の

お役に立つという支部の基本姿勢を保持することが各支部の使命です。会則は、事務所は

亀戸監督署管内に置くとなっていますので、事務所移転するために会則の改正が必要にな

り、昨年令和４年の総会で会則の改正を行い、 

「第３条  支部の事務所は亀戸労働基準監督署管内または近隣に置く。」 

と改正し、江東区の近隣に事務所を置くことができることになりました。現在東基連の

研修センターがある場所に、江戸川支部と

の合同事務所を考えています。時期は、今

の事務所の契約期間が来年の２月まであ

りますので、その前に移転しようと考えて

います。 

 

【合同事務所】１２月２０日から業務開始 

〒132-0021 

東京都江戸川区中央 1－8－1 

 内宮ビル５F 

TEL：03-5607-7886 

FAX：03-5678-8049 

※電話は、各支部別となります。 

 ファックスは、共用となります。 

 

右の地図は、東基連のホームページから

挿入しました。  



 
 

行 事 予 定       

 
 

１ 新春賀詞交歓会 

日 時 令和６年１月１７日（水）午後５時３０分から７時まで 

   場 所 アンフェリシオン（江東区亀戸１－４３－２） 

 

２ 労災保険関係実務講座（亀戸・江戸川労働基準協会支部共催） 

(1) 日 時 令和６年１月３０日（火）午後２時００分～午後４時３０分 

場 所 江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀 ４階  研修室 

(2) 日 時 令和６年２月７日（水）午後２時００分～午後４時３０分 

場 所 江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第２研修室 

３ KYT（危険予知訓練）研修会（亀戸・江戸川労働基準協会支部共催） 

(1) 日 時 令和６年２月１日（木）午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所 江戸川区船堀４－１－１タワーホール船堀  ４階  研修室 

(2) 日 時  令和６年２月９日（金）午後１時３０分～午後４時３０分 

場 所  江東区亀戸文化センター（カメリアプラザ）５階 第２研修室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

発   行  公益社団法人東京労働基準協会連合会 亀戸労働基準協会支部 

 〒136-0071 江東区亀戸２－２５－１２ 
Ｔ Ｅ Ｌ ５６２７―９９３３ 
Ｆ Ａ Ｘ ５６２７―９９３９ 

Ｅメールアドレス  kameido-roukikyoshibu@toukiren.or.jp 
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